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医療提供体制の復旧・復興と被災者医療の早急な確保を求める要望 

 

前略 東日本大震災からの復旧・復興に対するご尽力に敬意を表します。 

この間、被災者医療及び医療提供体制の確保に向けた取り組みが進められていますが、

東日本大震災発生から６カ月以上過ぎた今も、医療提供体制の復旧・復興は大変おくれて

おり、被災者医療の確保についても多くの課題が山積しています。 

８月 22 日付河北新報は、「東日本大震災 開業医支援/公的資金の大胆な投入を」との社

説を掲載し、「診療再開の遅れは、かかりつけ医に頼る住民、中でもお年寄りへの影響が大

きい。追加的な財政措置が急がれる。国と自治体は必要な財源を確保し、病院再建か断念

かで迷う医師が地域に残る見通しを持てる即効策を講じてもらいたい」と述べています。 

また、８月 31 日付毎日新聞夕刊でも、「進まぬ診療所再開」との見出しで公的支援が薄

いことを指摘。９月５日付毎日新聞では、「入院機能 2066 床喪失 被災３県地域医療に大

打撃」との記事を掲載しています。 

被災地の復旧・復興のためには、住民の命と健康を支える民間の医科・歯科診療所、民

間病院の復旧・復興が欠かせません。 

また、被災地では、多くの方が経済的・身体的被害を受けられています。住む場所や働

く場所の復旧・確保とともに、安心して費用の心配なく医療が受けられる状況を確保する

ことは政治に課せられた課題です。 

被災者及び被災医療機関をめぐる現状を踏まえれば、下記要請事項の実現は喫緊の課題

です。第三次補正予算に下記の内容を組み入れ、早急に実現いただけますよう、強く要望

いたします。 

 

要請項目 

 

Ⅰ 被災した医療機関の復旧・復興に向けた対策について                    

 

１．民間医療機関の復旧・復興に向けた公的助成の実現について 

① 全半壊・一部損壊、流失、焼失した医療機関の復旧・復興のため、法人・個人、「名

義一致」や、病院・有床診療所・無床診療所・歯科医療機関を問わず、すべての被
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災医療施設、設備に対し、再建に見合う公的助成を行うこと。 
② 具体的には、医療施設等災害復旧費補助金・医療施設近代化施設整備事業の対象に、

災害救助法で指定された地域に所在する全ての民間医療機関（病院、有床診療所、

無床診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、保険調剤薬局）を追加すること。 
③ 上記を実現するために、「平成 23 年度厚生労働省第三次補正予算（案）」における「災

害施設の災害復旧等」を大幅に増額すること。 

 

２．被災県に対する地域医療再生交付金の増額と、被災地の民間医療機関の機能回復のた

めの当該交付金活用に関する被災県の裁量確保について 

① 被災県における地域医療再生交付金の活用は、被災した民間医療機関の復旧・復興

を優先すること。 

② 「平成 23 年度厚生労働省第三次補正予算（案）」において、被災３県の地域医療再

生基金の積み増し（720 億円）が示されたが、被災医療機関の復旧・復興や、地域

医療再生を実現するためには、これだけでは不十分である。さらなる積み増しを行

うこと。地域医療再生交付金の使途は、地域住民に対する医療提供体制の確保の実

現に限定し、先端医療や医療ツーリズムなどに活用させないこと。 

③ 被災医療機関の復旧・復興に活用する額は、県の裁量にまかせ、地域医療再生計画

への位置づけなど、様々な条件を県に求めないこと。 

 

３．独立行政法人福祉医療機構が実施する災害復旧のための「医療貸付事業」について 

① 災害復旧のための医療貸付事業は、融資の全期間を無利子とし、返済開始時期や融

資期間を延長すること。また、貸付限度額を大幅に引き上げること。 

② 少なくとも、二重債務（民間の金融機関からの借入金を含む）となる医療機関につ

いては、従来の債務償還期間については無利子とすること。 

 

４．二重債務対策を大幅に増額し、災害により被災した医療機関が二重ローンや二重のリース

料に苦しまないよう、必要な手立てを早急にとること。 

 

Ⅱ 福島原発事故に対する対応について                         

 

５．福島原発事故に対する対応 

 ① きめ細かな放射能汚染状況の把握と情報公開を行うこと。特に、子ども、妊婦など

の被ばくを最小限に抑えるとりくみを徹底すること。 

② 福島県内に限定せず、住民に対して「健康手帳（仮称）」を発行し、経年的な健康状

態の把握（無料の健康調査の実施）や晩発性障害を生涯管理する制度、医療・生活

全般にわたる補償制度を創設すること。福島原発事故後に福島原発の近くにいた人

については、特に被曝状況の管理を行うとともに、モニタリングで一定以上の放射

性物質の蓄積を示す地域の住民も対象に含め、長期的・継続的な健康管理を東京電

力の負担で行わせ国は監視すること。 

③ 福島原発事故による放射能汚染の除染に伴う汚染土、植物、動物などの処理、保管

場所及び管理責任を地域ごとに明確にすること。公的施設だけでなく個人の土地・



 3 

家屋の除染にかかる費用については東京電力の費用負担で全額補償すること。 

④ 福島原発事故は人災であることを明確にし、東京電力に全面補償させること。補償

費用を安易な電気料金引き上げや消費税増税により国民負担に転嫁しないこと。 

⑤ 福島原発事故に対する補償は、一刻の猶予もできない。早急に福島原発事故による

避難指示地域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等に存在する医療機関につい

て、診療再開の有無に関わらず当該指定が解除されるまでの間、事故前の収入を補

償すること。また、当該指定によって使用期限切れや放射能汚染により使用不可と

なった医薬品等の損害、建物、医療機器の損害・除染の費用負担、避難費用など、

原子力災害による被害を全額補償すること。なお、指定解除後も住民の移動などに

よって患者が減少している場合については、一定期間、事故発生前の収入を補償す

ること。 

⑥ 避難指示地域、計画的避難区域、緊急時非難準備区域の外側の地域に所在する医療

機関についても、前項と同様に地域指定が解除されるまでの間、患者減少などによ

る収入減に対する補償を行うこと。 

 

Ⅲ 被災者に対する医療の確保に関する要請                     

 

６．被災者の医療費一部負担金免除の延長、国保資格証明書の交付中止について 

① 医療費一部負担金免除期間を来年２月末で区切らず、延長すること。 
② 低所得等で国保保険料を軽減している世帯を一部負担金免除措置対象者に拡大する

こと。 

③ 保険証及び一部負担金免除の取扱いについての情報を、全被災者及び避難所責任者、

医療機関等に徹底すること。 

④ 国保資格証明書や短期保険証の交付をただちにやめ、正規の国保証を交付すること。 

 

７．被災者の医療保険料（税）、介護保険料の全額免除について 

被災者の医療保険料（税）、介護保険料の免除対象者に国保料軽減世帯対象者及び介護保

険料軽減世帯対象者を加えること。 

 

８．被災者等に対するワクチン接種の確保について 

① インフルエンザワクチン接種、肺炎球菌ワクチン接種などの任意接種ワクチンを含

め、被災者に対する予防接種の費用については、すべての自治体で公費負担により

実施すること。接種費用については国が必要な補助を行うこと。 

② 被災地で瓦礫撤去などに従事する方で、破傷風ワクチンの接種を希望する者につい

ては、その費用の全額を国が負担すること。 

 

９．住民の健康管理について 

① 全ての仮設住宅、避難所等において、巡回診療や訪問診療体制の整備、医療機関ま

でのシャトルバスの運行など、必要に応じて医療や歯科医療が受けられるようにする

こと。 

② 感染症爆発の危機回避のためにも、衛生確保を早急に図ること。 
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③ 被災による廃棄物には、アスベストや化学物質など、様々な有害物質が混在してい

る。放射能を含め、被災地における全ての有害物質について、大気・土壌・水・海、

飲食物におけるモニタリングを広範囲に行うこと。モニタリングにあたっては、検査

基準等の方法を明示し、網羅的に継続的に実施すること。また、モニタリング情報を

公開するとともに、こうした有害物質から身を守るための防護対策を行うこと。 

④ 「心のケア」など長期的な見通しにたった継続的な医療支援を行うこと。 

 

Ⅳ 医療崩壊阻止の取り組み                                 

 

１０.医療崩壊阻止の取り組みの強化 

① 医療崩壊を阻止するため、医師・看護師不足の解決及び患者窓口負担の軽減や保険

診療・給付の拡大等をすすめ医療費抑制政策からの転換を図ること。 

② 社会保障としての医療制度を守り、消費税増税ではなく国と企業が応分の負担を行

うことにより財源を捻出すること。混合診療の解禁や医療給付範囲の切り捨てや営利

化、TPP への参加を行わないこと。 

 

 

 


